
丹保社会保険労務士事務所は、あなたの会社の心強いパートナーです。
　「企業は人なり」の言葉どおり、企業の成長のためには人材の育成が欠かせません。経
営資源である、ヒト・モノ・カネのうち、お金を使うのは人であり、物を使う・設備を動かす
のも人です。また、人を使ったり育てたりするのも、やはり人です。
  弊所では、「人財」というカネの物差だけでなく、「人材」としてヒトの物差も使って、経営
者と従業員の皆さんの良好な関係を築き、事業の健全な発展をサポートしてまいります。

～主な業務～
 ●労働社会保険の手続き代行　
　・労働社会保険の手続　
　・年度更新／算定基礎届　　　
　・各種助成金の申請　　　　　　　　　　　
　・給与賞与計算と賃金台帳作成
　・年金相談と手続き代行
●事務作業の代行・アウトソーシング
　・給与賞与の支給計算・控除計算
　・賃金台帳調整・簡易会計帳簿記帳

丹保　敏隆
Tambo Toshitaka

石川県能美市生まれ。84年社労士登録。
百貨店勤務、会計事務所勤務を経て、
平成16年に丹保社会保険労務士事務所
を開設。

石川県社会保険労務士会所属
特定社会保険労務士。
石川中央労務研究所代表。

併設の石川中央労務研究所にて、人材育成のための研修会等を承っております。
　社労士のほか税理士や行政書士などのネットワークによる石川中央労務研究所では、新規学卒者
・中途入社者等を対象に「コミュニケーション・チームワーク・モチベーション向上」や中堅社員
等を対象に「ネクストリーダー育成」をテーマとした研修会を行っております。
　また、新たに起業される方を対象とした「創業塾」の開催や、個別テーマごとの「労働法セミナ
ー」など、幅広く対応しています。

1.　企業経営に専念
　　事業主は、労働・社会保険の複雑な事
　　務手続から開放されます。また、担当
　　事務員の業務効率が向上します。

2.　事務手続の改善
　　行政機関などへの報告・届出などの手
　　続がスピーディに処理され、帳簿書類
　　も正確に作成されます。

●人事労務管理のコンサルティング
　・労働基準関係書類の作成と相談指導
　・労働条件通知書・労使協定の作成
　・就業規則の点検と作成変更
　・労働時間休日等の労働条件整備
　・賃金制度・評価制度の設計と運用
　・人事労務管理・安全衛生管理・福利厚生
　・個別労働関係紛争の未然防止と対策　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

3．　経営の円滑化
　　法令改正や労務管理全般に関する情報
　　が入手しやすく、事業所向けの有利な各
　　種助成金も利用しやすくなります。

4．　適切なアドバイス
　　それぞれの事業所に適した労務管理や
　　社会保険全般に関するアドバイス、指導
　　が受けられます。

事業者様のメリット

丹保社会保険労務士事務所
〒923-0868 石川県小松市日の出町1-112　HOWDID118-212 (土用下歯科2階)

Tel:0761-24-1005／Fax:0761-24-1007／E-mail:tambox@roamroom.net／URL:http://roamroom.net/

人材を本業に集中させ、会社を強くするためのサポートをいたします。
　頻繁な法改正に伴う規程整備から労働社会保険の
手続き、毎月の給与計算など、重要ではありながらも雑
然とした業務に貴重な時間を奪われていませんか。
　企業の経営者･管理者が全てを抱え込まず、日頃の
煩雑な事務手続きをアウトソーシングすることは本業
強化に直結します。
　分業の考え方で仕事を整理し、効率化につなげるた
めのご提案をさせていただきますので、お悩みの事が
ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

0761-24-1005


